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⑴ 人材確保等促進税制の賃上げ促進税制への改組 

青色申告書を提出する法人が、令和４年４月１日から令和６年３月31日までの間に開始する各

事業年度（注１）において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の《要件》を満

たすとき（注２）は、控除対象雇用者給与等支給増加額（注３）の15％（次の《上乗せ要件》①・②

を満たす場合には、それぞれ次の割合を加算した割合）相当額の法人税額の特別控除ができるこ

ととされました（措法42の12の５①）。 

《要件》 

・ 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧ ３％ 

 

①（要件を満たす場合には、10％を加算） 

・ 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧ ４％ 

②（要件を満たす場合には、５％を加算） 

・ 
教育訓練費の額 － 比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧ 20％ 

○（上記①及び②の要件をいずれも満たす場合には、15％を加算） 
 
（注１） 設立事業年度、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。 

（注２） その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が 10 億円以上であり、かつ、

その法人の常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である場合には、下記⑶の要件を満たす必要があり

ます。 

（注３） その事業年度において措法第42条の12((地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法

人税額の特別控除))の規定の適用を受ける場合には、所定の方法により計算したその控除を受ける金額

の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を控除した残額とされています（措法42の12の５①、

措令27の12の５③）。 

 

⑵ 中小企業者等（注）における賃上げ促進税制の見直し 

税額控除割合の≪上乗せ要件≫について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が１

年延長されました（措法42の12の５②）。 
 

①（要件を満たす場合には、15％を加算） 

・ 
雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧ 2.5％ 

②（要件を満たす場合には、10％を加算） 

・ 
教育訓練費の額 － 比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧ 10％ 

○（上記①及び②の要件をいずれも満たす場合には、25％を加算） 
 
（注） 中小企業者等とは、措法第 42 条の４第 19 項第７号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規

定する中小企業者（同項第８号に規定する適用除外事業者又は同項第８号の２に規定する通算適用除外事

業者に該当するものを除きます。）又は同項第９号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出する法

人をいいます（措法42の12の５②）。 

１ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直し 

Ⅰ 減価償却又は税額の計算に関する改正 

〔改正の内容〕 

≪上乗せ要件≫ 

≪上乗せ要件≫ 
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 ⑶ 適用要件の見直し 

  上記⑴の適用に当たって、その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金

の額が 10 億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である場

合には、その法人は給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係

の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項（以下「マルチ

ステークホルダー方針」といいます。）をインターネットを利用する方法により公表し、確定申告

書等に、経済産業大臣のその法人がマルチステークホルダー方針を公表していることについて届

出があった旨を証する書類の写しを添付した場合に限りその適用を受けることができることとさ

れました（措法 42 の 12 の５①、措令 27 の 12 の５①②）。 

《イメージ図》 

 

 

 

 

 

 

⑷ その他 

  教育訓練費の額に係る上乗せ要件を満たすものとして本制度の適用を受ける場合には、教育訓

練費の明細を記載した書類の保存（改正前：確定申告書等への添付）をしなければならないこと

とされました（措令 27 の 12 の５⑪、旧措令 27 の 12 の５⑬）。 
 

《用語の意義》 

上記⑴から⑷までにおける用語の意義については、以下のとおりです。 

用  語 意  義 

国内雇用者 
法人の使用人（その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。）のうちそ
の法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます（措
法 42 の 12 の５③二、措令 27 の 12 の５⑤⑥）。 

継続雇用者給与等支給
額 

雇用者給与等支給額のうち、継続雇用者（本制度の適用を受けようとする法人の各事業年
度（以下「適用年度」といいます。）及び適用年度開始の日の前日を含む事業年度（以下「前
事業年度」といいます。）の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者
（※１）のうち一定の者をいいます。以下同じです。）に対するその適用年度の給与等の支
給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額（※２）を
除きます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42
の 12 の５③四、措令 27 の 12 の５⑧）。 
（※１） この国内雇用者は、一般被保険者に該当する者に限ることとされ、その法人の就

業規則において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項第２号に規
定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、①雇用契約書その他こ
れに類する雇用関係を証する書類又は②賃金台帳のいずれかにその継続雇用制度
に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者を除くこととされ
ています（措法 42 の 12 の５③四、措令 27 の 12 の５⑦、措規 20 の 10①）。 

（※２） 雇用安定助成金額とは、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第 62 条第１
項第１号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額
をいいます（措法 42 の 12 の５③四、六イ）。以下同じです。 

継続雇用者比較給与等
支給額 

継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額（その給与等に充てるため他の者から支
払を受ける金額（雇用安定助成金額を除きます。）がある場合には、その金額を控除した金
額となります。）をいいます（措法 42 の 12 の５③五、措令 27 の 12 の５⑨）。 

控除対象雇用者給与等
支給増加額 

雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額（その金額が次のイ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額（以下「調整雇用者給与等支給増加額」
といいます。）を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額）をいいます（措法 42
の 12 の５③六）。 
イ 雇用者給与等支給額（その雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるた
めの雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額） 

ロ 比較雇用者給与等支給額（その比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に
充てるための雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額） 
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教育訓練費 

法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支
出する一定の費用をいいます（措法 42 の 12 の５③七、措令 27 の 12 の５⑩）。 

比較教育訓練費の額 
法人の適用年度開始の日前１年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入される教育訓練費の額をいいます（措法 42 の 12 の５③八）。 

雇用者給与等支給額 

法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の
支給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額を除き
ます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42 の 12
の５③九）。 

比較雇用者給与等支給
額 

法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等
の支給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額を除
きます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42 の
12 の５③十、措令 27 の 12 の５⑱）。 

   

 

上記⑴及び⑵の見直し後の本制度の適用要件及び税額控除限度額は次のとおりとなります。 

 
 

✤ 上記⑶のマルチステークホルダー方針の公表及び届出に係る手続に関する内容については、経

済産業省ホームページの次のＵＲＬ（令和４年５月９日現在）もご覧ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html 

 

〔適用時期〕 

令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年

度分の法人税については、従来どおり適用されます（改正法附則 39）。  

賃

上

げ

促

進

税

制 

適用

要件 

継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧３％ 

（資本金の額又は出資金の額が１０億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数

が１，０００人以上である場合には、マルチステークホルダー方針を公表していることが必要） 

《上乗せ要件》 

① 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧４％ 

② 
教育訓練費の額－比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧２０％ 

税額 

控除 

限度額 

税額控除限度額（調整前法人税額の２０%を上限） 

= 控除対象雇用者給与等支給増加額 ×１５%※ 
 

※ 《上乗せ要件》①のみを満たす場合は２５％、②のみを満たす場合は

２０％、①及び②のいずれも満たす場合には３０％ 

 

適用

要件 

雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧１．５％ 

《上乗せ要件》 

① 
雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧２．５％ 

② 
教育訓練費の額－比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧１０％ 

税額 

控除 

限度額 

税額控除限度額（調整前法人税額の２０％を上限） 

＝控除対象雇用者給与等支給増加額 ×１５％※ 
 

※ 《上乗せ要件》①のみを満たす場合は３０％、②のみを満たす場合は

２５％、①及び②のいずれも満たす場合には４０％ 

≪イメージ図≫ 
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法人税の額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定（注１）を不適用とする措

置の「継続雇用者給与等支給額に係る要件」について、下記の➊及び➋のいずれにも該当する場合

には、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者

比較給与等支給額に対する割合が１％（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に開始す

る事業年度にあっては、0.5％）以上であること（改正前：継続雇用者に対する給与等の支給額が継

続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額を超えること）とされました（措法42の13⑤、措令

27の13③⑥）。 

➊ 事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、

その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合 

➋ ⒜その事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって前事

業年度の所得の金額が零を超える一定の場合（注２）又は⒝その事業年度が設立事業年度若しくは

合併等事業年度である場合 

 

上記の見直し後の「継続雇用者給与等支給額に係る要件」は次のとおりとなります。 

《継続雇用者給与等支給額に係る要件》 

⑴ 上記➊及び➋のいずれにも該当する法人 

Ａ：継続雇用者給与等支給額 

Ｂ：継続雇用者比較給与等支給額 

 
Ａ  － Ｂ

Ｂ
 ≧ １％（0.5％（※令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に開始する事業年度））  

⑵ ⑴以外の法人 

 Ａ ＞ Ｂ 

（※） 上記の「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」の各用語の意義は、２ページ

Ⅰ１〔改正の内容〕の《用語の意義》とそれぞれ同じです。 

（注１） 特定税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。 

イ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（措法42の４①⑦） 

ロ 地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措

法42の11の２②） 

ハ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除（措法42の12の６②） 

ニ 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（措法42の12の７④～⑥）  

（注２） 前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合とは、前事業年度（平成30年４月１日から令和６年３

月31日までの間に開始する各事業年度で不適用措置の対象となる法人が特定税額控除規定の適用を受けよ

うとする事業年度（以下「対象年度」といいます。）開始の日前１年以内に終了した各事業年度をいいます。）

の基準所得等金額（各事業年度の所得の金額を欠損金額の繰越控除（法57、法59）前の金額とする等の調

整後の金額をいいます。）の合計額が零を超える場合をいいます（措令27の13③⑥二、⑬一）。 

（注３） 通算法人が（注１）イの規定の適用を受けようとする場合の不適用措置（継続雇用者給与等支給額に係

る要件）の適用可否の判定について、次のとおり見直しが行われました（措法42の13⑦三～五）。 

イ 上記➊の判定は、その通算法人又は他の通算法人のいずれかが、その事業年度終了の時において、資

本金の額又は出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上に該当するかどう

かにより判定することとされました。 

ロ 上記➋の判定は、その通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当しない場合であってその対象年度

の前事業年度及びその対象年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の前事業年度の所得の金額

の合計額が零を超える場合又はその通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合かどうかによ

り判定することとされました。 

ハ 上記⑴及び⑵の継続雇用者給与等支給額の増加割合の計算における継続雇用者給与等支給額及び継続

雇用者比較給与等支給額は、その通算法人及び他の通算法人のその合計額によることとされました。 

〔改正の内容〕 

２ 租税特別措置の特定税額控除規定の不適用措置の見直し 
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租税特別措置の特定税額控除規定の不適用措置について、改正前及び「継続雇用者給与等支

給額に係る要件」に係る上記の見直し後の要件は次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上記の見直し後の特定税額控除規定の不適用措置の判定フローは次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔適用時期〕 

令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年

度分の法人税については、従来どおり適用されます（改正法附則 39）。 

  

≪イメージ図②≫ 

≪イメージ図①≫ 
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今般、みどりの食料システム法が制定され、その目的は、環境と調和のとれた食料システムの確

立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行

う事業活動を促進するための措置及びその基盤を確立するための措置を講ずることにより、環境と

調和のとれた食料システムの確立を図り、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民

に対する食料の安定供給の確保に資するとともに、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図り

ながら持続的に発展することができる社会の構築に寄与することとされています。 

措法では、みどりの食料システム法の制定に関し、以下の措置が講じられています。 

 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合の特別償却 

青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する環境負荷低減事業活動実施計

画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者であるものが、みどりの食

料システム法の施行の日から令和６年３月31日までの期間（以下「指定期間」といいます。）内に、

環境負荷低減事業活動用資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの

の取得に限ります。）又は製作若しくは建設をし、これを環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷

低減事業活動の用に供した場合には、その供用年度において環境負荷低減事業活動用資産の取得

価額の32％（建物及びその附属設備並びに構築物については、16％）相当額の特別償却の適用が

できる制度が創設されました（措法44の４①）。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合の特別償却 

青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する基盤確立事業実施計画の認定

を受けたものが、指定期間内に、基盤確立事業用資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に

供されたことのないものの取得に限ります。）又は製作若しくは建設をし、これを基盤確立事業の

用に供した場合には、その供用年度において基盤確立事業用資産の取得価額の32％（建物及びそ

の附属設備並びに構築物については、16％）相当額の特別償却の適用ができる制度が創設されま

した（措法44の４②）。 

《イメージ図》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔創設された制度の概要〕 

３ 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の創設 
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⑴ 適用対象法人 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する

環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林

漁業者（その農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等を含みます。）である法人です

（措法 44 の４①）。 

（注） 環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画とは、みどりの食料システム

法第 19条第１項又は第 21条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事

業活動実施計画をいいます。以下同じです。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する

基盤確立事業実施計画の認定を受けた法人です（措法 44 の４②）。 

（注） 基盤確立事業実施計画とは、みどりの食料システム法第 39 条第１項に規定する基盤確立事業実施計

画をいいます。以下同じです。 

 

⑵ 適用対象資産 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象資産である環境負荷低減事業活動用資産とは、認定を受けた環境負荷低減

事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された設備等を構成する機

械その他の減価償却資産のうち、環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定

める基準に適合するもので、一の設備等を構成するものの取得価額の合計額が 100 万円以上の

ものをいいます（措法 44 の４①、措令 28 の７①②）。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象資産である基盤確立事業用資産とは、認定を受けた基盤確立事業実施計画

に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち、環境負荷の低減を図るため

に行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものをい

います（措法 44 の４②、措令 28 の７③）。 

 

⑶ 供用年度 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用がある供用年度とは、環境負荷低減事業活動用資産を環境負荷低減事業活動又

は特定環境負荷低減事業活動の用に供した日を含む事業年度をいいます（措法 44 の４①）。 

（注） 環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動とは、みどりの食料システム法第２条第４項又

は第15条第２項第３号に規定する環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動をいいます。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用がある供用年度とは、基盤確立事業用資産を基盤確立事業の用に供した日を含

む事業年度をいいます（措法 44 の４②）。 

（注） 基盤確立事業とは、みどりの食料システム法第２条第５項に規定する基盤確立事業（同項第３号に掲

げるものに限ります。）をいいます。 

 

⑷ 特別償却限度額 

本制度による特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法 44 の４①②）。 
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➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

イ 機械装置及び器具備品 

特別償却限度額 ＝環境負荷低減事業活動用資産の取得価額×32％ 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝環境負荷低減事業活動用資産の取得価額×16％ 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

イ 機械装置及び器具備品 

特別償却限度額 ＝基盤確立事業用資産の取得価額×32％ 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝基盤確立事業用資産の取得価額×16％ 

 

⑸ 適用に当たっての注意点 

本制度は、確定申告書等に、環境負荷低減事業活動用資産又は基盤確立事業用資産の償却限度

額の計算に関する明細書（別表十六（一）又は別表十六（二）及び特別償却の付表）の添付があ

る場合に限り適用されます（措法 44 の４③）。 
 

〔適用時期〕 

みどりの食料システム法の施行の日から施行されます（改正法附則１九イ、改正措令附則１四イ）。 

なお、みどりの食料システム法は公布の日（令和４年５月２日）以後６月以内の政令で定める日か

ら施行されます（みどりの食料システム法附則１）。 

また、施行期日を定める政令は令和４年５月９日現在において公布されていません。 

 
 

 
 

  

青色申告書を提出する法人で認定輸出事業者であるものが、農林水産物・食品輸出促進法改正法

の施行の日から令和６年３月31日までの期間（以下「指定期間」といいます。）内に、輸出事業用

資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。）又は

製作若しくは建設をし、これを輸出事業の用に供した場合は、その供用期間内の日を含む各事業年

度（輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明

がされた事業年度に限ります。）において、その輸出事業用資産をその用に供している期間に限り、

普通償却限度額の30％（建物及びその附属設備並びに構築物については、35％）相当額の割増償却

ができる制度が創設されました（措法46の２①）。 

《イメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔創設された制度の概要〕 

（算 式） 

４ 輸出事業用資産の割増償却制度の創設 
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 ⑴ 適用対象法人 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定輸出事業者である法人です（措法

46 の２①）。 

（注） 認定輸出事業者とは、農林水産物・食品輸出促進法第 37 条第１項に規定する輸出事業計画の認定を受け

た者をいいます。 

 

⑵ 適用対象資産  

本制度の適用対象資産である輸出事業用資産とは、認定輸出事業計画（農林水産物・食品輸出

促進法第 38 条第２項に規定する認定輸出事業計画をいいます。以下同じです。）に記載された施

設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、農林水産物又は食品の

生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定

める要件を満たすものをいいます（措法 46 の２①、措令 29 の４①）。 

 

⑶ 供用期間 

本制度における供用期間とは、輸出事業用資産を農林水産物・食品輸出促進法第 37 条第１項に

規定する輸出事業の用に供した日（以下「供用日」といいます。）以後５年以内（その認定輸出事

業計画について農林水産物・食品輸出促進法第 38 条第２項の規定による認定の取消しがあった

場合には、供用日からその認定の取消しがあった日までの期間となります。）をいいます（措法 46

の２①）。 

なお、本制度は、供用期間でその輸出事業用資産をその用に供している期間に限り、適用され

ます（措法 46 の２①）。 

 

⑷ 特別償却限度額 

本制度による特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法 46 の２①）。 

 

① 機械装置 

特別償却限度額 ＝ 普通償却限度額 × 30％ 

② 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝ 普通償却限度額 × 35％ 
 
 
 

⑸ 適用に当たっての注意点 

本制度は、確定申告書等に、輸出事業用資産の償却限度額の計算に関する明細書（別表十六（一）

又は別表十六（二）及び特別償却の付表）の添付がある場合に限り適用されます（措法 46 の２

③）。 

 

✤ 本制度における農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定手続などに関する内

容については、農林水産省ホームページの次のＵＲＬ（令和４年５月以降掲載予定）もご覧くだ

さい。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html 

 

〔適用時期〕 

農林水産物・食品輸出促進法改正法の施行の日から施行されます（改正法附則１十イ、改正措令附

則１五イ）。 

なお、農林水産物・食品輸出促進法改正法は令和４年５月９日現在において公布されていません。 

 

（算 式） 
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○ その他、減価償却又は税額の計算に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 沖縄の特定地域にお

いて工業用機械等を取

得した場合の法人税額

の特別控除（措法42の９

①、措令27の９③、改正

法附則40①～③、改正措

令附則13①②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措規20の４②一・三・

四、旧措規20の４②一～

三、改正措規附則６） 

 

 

 

 

 

（旧措法42の９①表二、

旧措令27の９④、改正法

附則40①） 

 

 

 

（措法42の９①表三、旧

措令27の９⑥、改正法附

則40①） 

 

（措法42の９①表三、措

令27の９⑦⑧、措規20の

４⑤⑥、改正法附則40

①） 

 

 

（措法42の９①表三、措

令27の９⑧、措規20の４

⑥、改正法附則40①） 

 

（措令27の９②三、改正

措令附則13③） 

 

 

○ 次表の各措置について、対象法人が沖縄振興法の規定により

沖縄県知事の認定を受けた法人で、主務大臣の確認を受けたも

の（経済金融活性化特別地区に係る措置については、沖縄県知

事の認定を受けた法人）に該当する法人とされるとともに、対

象資産が各区域の振興に資する次のものとされました。 

措 置 対象資産 

観光地形成促進地域に係

る措置 

認定観光地形成促進措置実施

計画に記載された減価償却資

産 

情報通信産業振興地域に

係る措置 

認定情報通信産業振興措置実

施計画に記載された減価償却

資産 

産業イノベーション促進

地域に係る措置（改正前：

産業高度化・事業革新促

進地域に係る措置） 

認定産業高度化・事業革新措置

実施計画に記載された減価償

却資産 

国際物流拠点産業集積地

域に係る措置 

認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に記載された減価

償却資産 

経済金融活性化特別地区

に係る措置 

認定経済金融活性化措置実施

計画に記載された減価償却資

産 
 

○ 観光地形成促進地域に係る措置の対象となる特定民間観光

関連施設について、次の見直しが行われました。 

イ 結婚式場、テーマパーク及びスパ施設を追加する。 

ロ 庭球場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、

ダイビング施設、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外す

る。 

 

 

○ 情報通信産業振興地域に係る措置について、対象事業から情

報記録物製造業、映画・ビデオ制作業、放送業及び情報通信技

術利用事業が除外されました。 

 

○ 産業イノベーション促進地域に係る措置について、次のとお

り改正が行われました。 

イ 対象事業から計量証明業が除外されました。 

 

 

 

ロ 対象事業にガス供給業が追加され、その対象資産の範囲

が、機械装置（ガス供給業の用に供される液化ガス貯蔵設備

に限ります。）及び構築物（液化したガスを貯蔵し、又は利

用するための一定のものでガス供給業の用に供されるもの

に限ります。）とされました。 

 

ハ 製造業の対象資産に構築物（液化したガスを貯蔵し、又は

利用するための一定のもので製造業の用に供されるものに

限ります。）が追加されました。 

 

○ 経済金融活性化特別地区に係る措置の対象設備の規模要件

について、一の生産等設備を構成する減価償却資産は、その取

得価額の合計額が500万円超（改正前：1,000万円超）に、機械

装置及び器具備品で、一の生産等設備を構成するものは、その

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

ただし、旧措法に定め

られている各地域の区

域においては、令４．

４．１から令４．９．30

までの一定の期間にお

いて、本制度を適用で

きるよう所要の経過措

置が講じられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用されま

す。 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

５ その他の改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

 

（措法42の９②、改正法

附則40④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法42の９①、措令27

の９①） 

 

取得価額の合計額が50万円超（改正前：100万円超）に、それぞ

れ引き下げられました。 

 

 

○ 税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置の適用要件に、各

事業年度終了の日において、各措置の適用対象となる法人（認

定事業者）であることが加えられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１以後に終了

する事業年度（措法第

42条の９第１項の表の

各号の第１欄に掲げる

事業者に該当すること

となった日以後に終了

する事業年度（以下「適

用年度」といいます。）

に限ります。）分の法人

税について適用され、

令４．４．１前に終了し

た事業年度（同日以後

に終了する事業年度

（適用年度を除きま

す。）を含みます。）分の

法人税については、従

来どおり適用されま

す。 

 

― 

⑵ 国家戦略特別区域に

おいて機械等を取得し

た場合の特別償却又は

法人税額の特別控除（措

法42の10①） 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 ― 

⑶ 国際戦略総合特別区

域において機械等を取

得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控

除（措法42の11①） 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 ― 

⑷ 地方活力向上地域等

において特定建物等を

取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別

控除（措法42の11の３①

②、改正法附則41） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措令27の11の３、改正

措令附則14） 

 

 

 

○ 特定建物等の取得等をして事業の用に供するまでの期間に

ついて、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受

けた日から同日の翌日以後３年（改正前：２年）を経過する日

までの間とされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中小企業者（措法第42条の４第19項第８号に規定する適用除

外事業者又は同項第８号の２に規定する通算適用除外事業者

に該当するものを除きます。）以外の法人の取得価額要件が

2,500万円以上（改正前：2,000万円以上）に引き上げられまし

た。 

令２．３．31以後に認定

を受けた法人が令４．

４．１以後に取得等を

する特定建物等につい

て適用され、令２．３．

31以後に旧措法に規定

する認定を受けた法人

が令４．４．１前に取得

等をした特定建物等及

び令２．３．31前に認定

を受けた法人が取得等

をした特定建物等につ

いては、従来どおり適

用されます。 

 

令４．４．１以後に取得

等をする特定建物等に

ついて適用され、同日

前に取得等をした特定

建物等については、従



- 12 - 

 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

（措法42の11の３①） 

 

 

 

 

○ 認定期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

来どおり適用されま

す。 

 

― 

⑸ 地方活力向上地域等

において雇用者の数が

増加した場合の法人税

額の特別控除（旧措法42

の12①一イ、旧措令27の

12①、旧措規20の７①、

改正法附則39） 

 

（措法42の12①二ロ、⑥

十一・十四、措令27の12

⑦⑩、措規20の７①②、

改正法附則39） 

 

 

 

（措法42の12⑥八・九、

措令27の12④⑤、措規20

の７①②、改正法附則

39） 

 

 

（措法42の12⑤二、改正

法附則39） 

 

 

 

（措法42の12①） 

 

○ 特定新規雇用者等数（地方事業所基準雇用者数のうち特定新

規雇用者数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数

から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数）が２人以上

であることとの要件が廃止されました。 

 

 

 

 

○ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度

額の計算上20万円（移転型事業にあっては、40 万円）に乗ずる

数が、地方事業所基準雇用者数（基準雇用者数が上限とされま

す。）から新規雇用者総数を控除した数のうち特定非新規雇用

者数に達するまでの数（改正前：地方事業所基準雇用者数から

新規雇用者総数を控除した数）とされました。 

 

○ 対象雇用者数のうち特定新規雇用者数に、地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画の認定を受けた日以後に適用対象特

定業務施設以外の事業所において新たに雇用された特定雇用

者でその雇用された事業年度終了の日においてその適用対象

特定業務施設に勤務する者の数が追加されました。 

 

○ 通算法人の特定非新規雇用者に係る税額控除額の計算につ

いて、所要の整備が行われました。 

 

 

 

○ 認定期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に開始した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

― 

⑹ 認定特定高度情報通

信技術活用設備を取得

した場合の特別償却又

は法人税額の特別控除

（措規20の10の２、改正

措規附則７） 

 

 

 

 

（措法42の12の６②、改

正法附則42、離島振興法

２①、奄美群島振興法

１、豪雪地帯対策特別措

置法２①、辺地特別措置

法２①、山村振興法７

①、小笠原諸島振興法４

①、半島振興法２①、特

定農山村法２①、沖縄振

興法３一、過疎地域支援

法２①） 

 

 

 

 

○ 対象となる無線設備の要件について所要の見直しが行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 税額控除割合について、次のとおり改正が行われました。 

 （注） 条件不利地域とは、離島振興対策実施地域として指定

された地域、奄美群島、豪雪地帯として指定された地

区分 改正前 

改正後 

令４.４.１から 

令５.３.31まで 

の間に事業供用 

令５.４.１から 

令６.３.31まで 

の間に事業供用 

令６.４.１から

令７.３.31まで

の間に事業供用 

特定基地

局用認定

設備 

15％ 

15％ 

 

９％ 

 
３％ 

特定基地

局用認定

設備以外 

15％ 15％ ９％ ３％ 

令４．４．１以後に事業

の用に供する認定特定

高度情報通信技術活用

設備について適用さ

れ、同日前に事業の用

に供した認定特定高度

情報通信技術活用設備

については、従来どお

り適用されます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件不利地域 

以外供用 ５％ 

 

 
条件不利地域 

以外供用 ９％ 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 
 

（措法42の12の６①） 

 

域、辺地、振興山村として指定された地域、小笠原諸島、

半島振興対策実施地域として指定された地域、特定農

山村地域、沖縄及び過疎地域をいいます。 
 
○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

 

 
 
 

― 

⑺ 特定地域における工

業用機械等の特別償却

（措法45①、措令28の９

③、改正法附則43①～

③、改正措令附則15①

②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法45①表一、旧措令

28の９③、改正法附則43

①） 

 

 

 

 

 

（措法45①表一、措令28

の９④⑤、措規20の16①

②、改正法附則43①） 

 

 

 

（措法45①表一、措令28

の９⑤、措規20の16②、

改正法附則43①） 

 

（措令28の９②二、改正

措令附則15③） 

 

 

 

 

 

 

（措法45②、措令28の９

⑩⑫⑭、措規20の16、改

正法附則43①） 

 

 

○ 次表の各措置について、対象法人が沖縄振興法の規定によ

り沖縄県知事の認定を受けた法人で、主務大臣の確認を受け

たもの（経済金融活性化特別地区に係る措置については、沖

縄県知事の認定を受けた法人）に該当する法人とされるとと

もに、対象資産が各区域の振興に資する次のものとされまし

た。 

措 置 対象資産 

産業イノベーション促進

地域に係る措置（改正前：

産業高度化・事業革新促

進地域に係る措置） 

認定産業高度化・事業革新措置

実施計画に記載された減価償

却資産 

国際物流拠点産業集積地

域に係る措置 

認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に記載された減価

償却資産 

経済金融活性化特別地区

に係る措置 

認定経済金融活性化措置実施

計画に記載された減価償却資

産 
 

○ 産業イノベーション促進地域に係る措置について、次のとお

り改正が行われました。 

イ 対象事業から計量証明業が除外されました。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 対象事業にガス供給業が追加され、その対象資産の範囲

が、機械装置（ガス供給業の用に供される液化ガス貯蔵設備

に限ります。）及び構築物（液化したガスを貯蔵し、又は利

用するための一定のものでガス供給業の用に供されるもの

に限ります。）とされました。 

 

ハ 製造業の対象資産に構築物（液化したガスを貯蔵し、又は

利用するための一定のもので製造業の用に供されるものに

限ります。）が追加されました。 

 

○ 経済金融活性化特別地区に係る措置の対象設備の規模要件

について、一の生産等設備を構成する減価償却資産は、その取

得価額の合計額が500万円超（改正前：1,000万円超）に、機械

装置及び器具備品で、一の生産等設備を構成するものは、その

取得価額の合計額が50万円超（改正前：100万円超）に、それぞ

れ引き下げられました。 

 

 

○ 沖縄の離島の地域に係る措置について、次のとおり改正が行

われました。 

イ 対象設備の投資規模要件について、一の生産等設備を構成

する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の

区分に応じそれぞれ次に定める金額以上（改正前：1,000万

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

ただし、旧措法に定め

られている各地域の区

域においては、令４．

４．１から令４．９．30

までの一定の期間にお

いて、本制度を適用で

きるよう所要の経過措

置が講じられていま

す。 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用されま

す。 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１前に取得等

をした工業用機械等に

ついては、従来どおり

適用されます。 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法45①②、措令28の

９①⑧） 

 

円超）のものとされました。 

(イ) 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以下の法人（資

本又は出資を有しない法人を含み、適用除外事業者及び

通算適用除外事業者に該当するものを除きます。また、そ

の法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうち

いずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が1,000万

円超の法人に該当するものを除きます。） 500万円 

(ロ)  (イ)又は (ハ)に掲げる法人以外の法人 500万円（新設又は

増設による取得等に係るものについては1,000万円） 

(ハ) 資本金の額又は出資金の額が5,000万円超の法人（適用

除外事業者及び通算適用除外事業者を含みます。また、他

の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資

金の額が5,000万円超の法人に該当する場合における通

算法人を含みます。） 2,000万円 

ロ 中小規模法人が新設又は増設以外により設備の取得等を

する場合及び改修のための工事により建物等の取得又は建

設をする場合においても適用できることとされ、沖縄振興法

に規定する離島の地域の振興に資する一定の場合に限り適

用できることとされました。 

ハ 本措置の適用を受ける場合には、確定申告書等に所定の書

類を添付しなければならないこととされました。 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

⑻ 障害者を雇用する場

合の特定機械装置の割

増償却（旧措法46、旧措

令29、旧措規20の18、改

正法附則39） 
 

○ 本制度は、廃止されました。 令４．４．１前に開始し

た事業年度分の法人税

については、従来どお

り適用されます。 

 

⑼ 倉庫用建物等の割増

償却（措法48①、改正法

附則43⑤） 

 

 

 

 

 

（措法48①） 
 

○ 割増償却率が次のとおり引き下げられました。 

 

令４.３.31以前の取得等 令４.４.１以後の取得等 

10％ ８％ 

 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

令４．４．１以後に取得

等をする倉庫用建物等

について適用され、同

日前に取得等をした倉

庫用建物等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

― 

 

⑽ 特別償却不足額があ

る場合の償却限度額の

計算の特例（措令30④、

改正措令附則15⑤） 

 

○ 特別償却対象資産について、その事業年度以前の各事業年度

において法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたときのその事

業年度のその特別償却対象資産に係る特別償却不足額（その特

別償却不足額の基因となる特別償却限度額に係る不足額が生

じた事業年度がその法人税法上の圧縮記帳の適用を受けた事

業年度前の事業年度である場合におけるその特別償却不足額

に限ります。）又は合併等特別償却不足額の計算方法が定めら

れました。 
 

令４．４．１以後に終了

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

⑾ 準備金方式による特

別償却制度（措令31②

③、改正措令附則15⑦） 

 

○ 特別償却対象資産について、以下のものが定められました。 

イ その事業年度以前の各事業年度において法人税法上の圧

縮記帳の適用を受けた場合のその事業年度のその特別償却

対象資産に係る特別償却準備金積立不足額又は合併等特別

償却準備金積立不足額の計算方法 

ロ 特別償却準備金を積み立てている法人が、その特別償却対

象資産についてその事業年度において法人税法上の圧縮記

帳の適用を受ける場合における圧縮限度額の計算方法 

同上 


